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　杉亜区は「将来の全員参加を前提にした、段階的参加方式」である、いわゆる

「横浜方式」により住基ネットに参加することにしました。当面、住墓ネットに

参加したくないという方は、「非通知の申出」をしていただきますが、それ以外

の方は、申出の必要はありません。「非通知の申出」をするかどうか、この資料

を良く読んで判断してください。

平成14年8月1日

平成14年8月2日

平成14年8月5日

平成15年6月4日
平成15年6月25日

平成15年8月25日

住基ネットヘの不参加を発表。

準備段階で送信した杉並区分の本人確認情報の消去を都へ依頼。

住基ネット第1次稼働。都ヘデータ送信を見合わせ。

住基ネットヘ「横浜方式」での参加を決定。

都へ協議の申し入れ。

住基ネット参加準備開始を発表。

　平成15年5月23日に、住基ネット稼髄の蘭提条件である個入情報保護5法が成立

しました。プライバシー保護という観点からみて、十分な安全性が確保されたかど

うかは評画の分かれるところですが、これにより爵治体に住基ネットヘの参加の法

的義務が生じました：。

　そこで区は、本葺6月、国も認めて横浜幣で興施されている方式、「将来の全員

参加を前提とし、希望ずる区民の本人確…葱情報を送付しない、いわゆる横浜方式」

で住墓ネットに参加することを決定しました。

　国や都は、この方式での杉壷区の参茄について、現時点では認めていませんが、

区は、「横浜方式」で参加する準備として、全区民に蝿し住民票コードを通鑓すると

共に、不参加を希望する区民の方から本入耀認瘡報の「非通知の牢出」を受付けるこ

ととしました。こ理解の程、よろしくお屡し、し、た；します。

　長野県の実験で、「住基ネットヘの侵入が可能だった」との報道がありました。報

道が事実とすれば、個入情報保護の観点から大ぎな問題です。実験結果の詳細が発

表された時点で、区は「住基プライバシー条例」に墓づく必要な調査を行い、あらた

めて接続するか否かの検討を行います。

　なお、段階的参加方式、いわゆる「横浜方式」での杉並区の住基ネットヘの参加に

ついては、現在は国・都と協議中です。協議が整うまでは、不参加の状態が続きます。
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⑧本人遷認情輻「葬通綴」の申墨について

　　杉並区では、区民の皆様のプライバシーを守る立場から、こ自分の本入確認情報について、東京

　都への送信を希望しない方について「非通知」の申出を受付します。（手続きは下記の受付期間、申

　出方法を参照ください。）非通知の申出以降の本人確認情報は、東京都へ送信されません。

　　ただし、この措置は、住基ネットの安全性が総合的に確認されるまでの当面の措置です。安全性

　が確認できた時点で、すべての区民の皆様の本人確認情報を東京都へ送信します。

　　なお、皆様が申出された「非逼知」に関する情報は、今回の措置期問が終了した後、すべて消去します。

⑧受付窺間［非通知申出の受付は、今趨だけでず。］

　　平成15年10月21日（火）から平成15年11月28日（金）まで

　この期間を週ぎると受付できませんのでこ注意ください。郵送の場含は、平成15年11月28Eiの消印

　のものまで有効とします。ただし、すでに杉並区以外へ転出された方は、今回の申出はできません。

㊥申出方法

　　同封の本人確認情報非通知申出書（以下「非通知申出書」という。）の㊨欄を記入のうえ、本人確

　認資料（運転免許証、健康保険証など）を提示して区役所または区民事務所、分室・駅前事務所に

　申出てください。（受付窓口・時間は非通知申出書の裏面に記載してあります。）

　　申出は、原則本人が行ってください。ただし、15歳未満の方または本人が申出ることが困難な方

　については、同一世帯員（準ずる人を含む）が申出ることがでぎます。（この場合は、⑥欄に代理申

　出者の氏名等を記入し、代理申出者の本入確認資料を持参してください。）

　　窓口での申出は大変混み合うことが予想されます。窓口にお越しいただくお時聞のない方は、郵

　送でも受付できますのでこ利用ください。（平成15年11月28日消印有効）

　　郵送の場合は、非通知申出書に必要事項を記入のうえ、本人確認資糧のコピーを同封し、杉並区

　役所住基ネット担当へ送付してください。本人確認資料は、受付確認後、適切に廃棄します。本人

　確認資料の返送を希望される方は、必ず返信用封筒（返送する宛先を記入し、80円切手を貼付した

　もの）を同封してください。返信用封筒の同封が無い場合は、適切に廃棄します。

⑧受付場漸

　区役所または区民事務所、

　分室、駅前事務所まで。

　所在地、電話番号、受付

　時間については、非通知

　申出書の裏面を参照して

　ください。

　杉並区役所住基ネット担当　　　　簿

本人確認情報の「非通知」を申出をした
場合としない場合の相違点（接続後）

都へ本人確認情報の
　　　　　　　　送信しない　　　送信する
データ送信

住民票の写しの交付　　交付でぎる　　交付できる

法律さ定められた事

務での住民票の写し　省略できない　省略できる
の添付を省路（注）

他市区町村での住民
　　　　　　　　交付できない　　交付できる
票の写しの交付

　住基カードの交付　　交付でぎない　交付できる

　転入転出手続きの　　　　　　　　住基カードが
　　　　　　　　できない
　一部簡素化　　　　　　　　　　　あればでぎる

注パスポート交付申語時、その他資格を取得する際の住民票

　の添付の雀路など
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手続きの流れ

　　　又灘響17

　　哩囁2↑日～1暢2細
区役所または区民事務所、分室、

駅前事務所へ。

窓口または郵送で申出。

運転免許証、健康保険証などを持

参。郵送の場合はコピーを同封。

住基ネットの安金盤が総含釣

に確認された蒋

本人確認情報を東京都へ送信開始

住基ネットの利用

隷簸繋・羨野

準備ぎ整った跨

本入確認情報を東京都へ送信開始

住
基
ネ
ツ

ト
の
利
用

※「住基架ットの利用」は、国や都が「横浜方式」での杉並区の参加を認めることが前提になります、

⑧住民票コ』ド通知票について

　　同封の住民票コード通知票は、平成15年珀月6日の住民基本台帳に記録されてい

　るデータに基づき作成しています。この日以降に住民票に変更があった場合、その内

　容は反映されていません。

　　行き違いがありました場合はこ容赦ください。

　　　　　　趣
　　　獄一・　）　態で一・

欝　鵯　　　　　　副 　　月～金躍日（祝日を除く）9’OO～17：00

　または区民事務所、分室、駅蔀事務所まで
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住民基本台帳ネットワークシスデム（住基ネット）とは

　全国の市区町村と都道府県、指定情報処理機関のコンピュータを専用の通信回線で結び、住民票

コードを基に市区町村の区域を越えた住民基本台帳に関する事務の処理や国の機関等に対する本入

確認情報の提供を行うシステムです。本人確認情報とは、氏名、性別、生年月日、住所、住民票コ

ードとこれらの変更情報を指します。

住基ネットにより、次のような琶一ビスが行われまず

※　これらのサービスが受け5れるようになるのは、住基ネットヘの接続が完了してからとなりま

す。杉並区が住基ネットヘ接続する時期は今のところ未定です。

　今後、接続時期が決まり次第「広報すぎなみ」等でこ案内します。

縷隷静箏講簿i繋こ鐘義票の導し鰯騒蟹が欝隠
　国などの行政機関が、本人確認情報を利用し、恩給の給付や各種資格の申請などの際に住民票の

写しの添付が頗次いらなくなります。

橡薦蒙の写し麟蕪竣交掃
　全国どこの市区町村でも、本人または本人と同一世帯の住民票の写しの交付が受けられるように

なるサービスです。本籍等の表示のある住民票の写しの交付は受けられません。手続きには、住民

基本台帳カード、運転免許証などの提示が必要です。

転芽、転裟拳続唐の一蔀篶素転

　転出のときに、一定の事項を記入した転出届を転出する市区町村に郵送すれば、転出証明書の交

付を受けなくても、転入先の市区町村の窓口に行って転入届を出すだけで転入手続きが済むように

なるサービスです。住民基本台帳カードが必要です。

蓬翼藝事台犠擦一罪毒交醤

　本人の希望により、有料で住民基本台帳カード（℃カード）を交付するサービスです。

　カードは、顔写真付と顔写真なしの2種類から選択することができ、顔写真付のものは、公的な

身分証明書としても利用できます。このカードは、転入転出手続ぎの一部簡素化の際に必要になり

ます。なお、交付地の市区町村以外に住所を変更した場合、カードは無効になります。

　住民基本台帳カードは、住基ネットで利用するほか、市区町村が条例で定め「健康保険証」「施

設予約」「印鑑登録証」などに独自で利用でぎるようになっています。杉並区では、このような独

自の利用について当面行いません。
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